
第２１回 四日市市健康危機管理対策本部員会議（結果） 

 

令和２年４月２７日（月）部長会議終了後 

６階 本部員会議室 

 

１ 新型コロナウイルス感染症に係る情報共有について 

【危機管理監】 

〇市 HP新型コロナウイルス感染症関連情報のページにおいて、スマートフォンで閲

覧できない部分があったが本日対応済み。 

〇新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状

況分析・提言」（４月２２日）について（厚生労働省ＨＰ参照） 

 

【健康福祉部】 

〇市内発生３例目から９例目の 7名について、いずれも病状は落ち着いている。 

〇４月２６日時点  ＰＣＲ検査 累計   １９８件 

          相談件数  累計 ４，６３０件 

〇集団感染により市役所を閉鎖している事例もあることから、職員自身が感染しな

い・人に感染させない対策を徹底する必要がある。 

       

【教育委員会】 

〇４月２２日発表の小学生の感染者が発生した学校について、４月２４日に校舎及

び遊具の消毒が終了した。同日、当該校の全生徒の健康観察の結果により保健所

から校内での感染拡大はないとの判断を受けたことを全保護者に伝え、４月２８

日までの健康観察を要請した。 

 

【消防本部】 

〇市内発生の救急対応をした職員について、健康観察をしているが異常はない。松

阪市において消防職員が罹患した事例について情報収集中である。 

 

【政策推進部】 

〇本日より新型コロナウイルス感染症対策室が発足したが、庁内からの転送で電話

がいっぱいになっているため、転送前に用件を聞き取ったうえで適切な部署につ

なぐようにすること。４月２８日に外線電話がつながるようになるため、市 HP等

でわかりやすく案内していく。 

 

２ 今後の対応について 

〇学校の休校期間を５月３１日まで延長することとし、夏・冬の休暇短縮等の対応



と合わせ本日記者発表を行う。（記者発表資料参照） 

〇市立幼稚園・保育園についても休園期間を５月３１日まで延長することとし、学

校の対応とあわせて本日記者発表を行う。（記者発表資料参照） 

〇保育所等への登園を控えた場合の保育料の軽減措置についても５月３１日まで延

長する。 

〇市施設の臨時休館等期間の延長についても、国や県の発表を待たずに本日記者発

表を行う。国や県の対応状況が変わった場合は、期間の短縮を検討する。 

〇感染症対策物品等の寄付に関する記者発表を４月２８日に行う。 

〇出勤者の削減について、ローテーション勤務や勤務場所の分散・在宅勤務など

様々な方法を検討していく。自宅への書類や PCの持ち帰りについて、全庁的なガ

イドラインを作成する。 

〇ＷＥＢ会議を実施していくためタブレットの増台等対応を検討していく。 

〇カウンター用のアクリル板衝立が納品される。該当課で管財課から受け取り設置

すること。 

〇総合会館食堂における感染予防対策として、昼の休憩時間をずらし利用時間を分

散させることを検討する。 

〇市職員のマスク着用について、健康危機管理対策本部より要請する。 

〇事務室内についても、職員同士が向かい合わないよう配置を変えたり、仕切りを

設置したりするなどの感染防止対策を行う。 


